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経営セーフティ共済

【日　　時】　９月２日（水）～11月11日（水）10回コース

　　　　　　　毎週水曜日　午後７時～午後９時30分

【場　　所】　佐野商工会議所　３階　大会議室

【参 加 費】　10,000円（受講料5,000円・交流会参加費等5,000円・消費税込）

【対 象 者】　新たな事業展開を検討している方、新商品・

　　　　　　新技術・新サービスを目指す方、既存事業の底

　　　　　　上げを目指す方、後継者を目指す方、中小企業

　　　　　　新事業活動促進法に基づく経営革新計画を予定

　　　　　　している方など

【申込方法】　参加希望の方は、電話またはメールでご連絡

　　　　　　下さい。受講申込書をお送りいたします。
　

詳細・お申し込みは佐野商工会議所（２２－５５１１）まで

自社の経営基盤を向上し利益アップを図る

「経営革新塾」受講生募集

◆助成金制度の概要◆
　景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図る
ため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成を行います。

◆支給手続き等◆
　本奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結
し、当該書面の写しを添えた残業削減計画書を事前に提出する必要があります。本奨励金の支
給は、事業主の指定した対象期間（１年間）の初日から６か月ごとに区分した判定期間ごとに
２回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日から起算して１か月となります。

◆支給額◆
　支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣
労働者１人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。（ただし、上限はそれぞれ100人とし、
残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。）
　　　　　　　　　　　　　　〔有期契約労働者〕　　　〔派遣労働者〕
中小企業事業主　　　　　　　15万円（年30万円）　　22.5万円（年45万円）
中小企業事業主以外の事業主　10万円（年20万円）　　　15万円（年30万円）

◆支給条件◆
　本奨励金は、売上高又は生産量等の指標の最近３か月間の月平均値がその直前の３か月又は
前年同期に比べ５％以上減少している事業所（中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤
字であれば５％未満でも可）の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件
を満たした場合に支給します。
　①判定期間における事業所労働者（事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行
　　う派遣労働者）１人１月当たりの残業時間が、比較期間（計画届の提出月の前月又は前々
　　月から遡った６か月間）の平均と比して１／２以上かつ５時間以上削減されていること
　②判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して４
　　／５以上であること
　③計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等（有期契約労働者の
　　雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。）をしていないこと

（雇　用　調　整　助　成　金　制　度）

残業削減雇用維持奨励金のご案内

店舗併用住宅、店舗、事務所、作業所などの建物は…

～残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援します～

◎一般販売店舗や危険割増のない建物の場合
（100万円契約あたり１年間のお支払いは…） 円

円

◎普通物件は、職業・作業の内容によって上記の他に割増料がかかる場合があります。
　それぞれお問い合わせください。
例：料理飲食店の場合
（100万円契約あたり１年間のお支払いは…）
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平
成
二
十
一
年
度
第

一
回
建
設
部
会
役
員
会

を
六
月
十
八
日
（
木
）

ホ
テ
ル
サ
ン
ル
ー
ト
佐

野
に
お
い
て
三
十
社
の

出
席
の
も
と
開
催
し
た
。

　

ま
ず
、
山
﨑
部
会
長

の
挨
拶
の
後
、
①
平
成

二
十
年
度
事
業
報
告
及

び
収
支
決
算
の
承
認
に

つ
い
て
、
②
平
成
二
十

一
年
度
事
業
計
画(

案)

及
び
収
支
予
算(

案)

の

審
議
に
つ
い
て
事
務
局

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
昨
年

末
か
ら
の
厳
し
い
雇
用
の
悪
化

に
伴
い
、
雇
用
の
維
持
を
目
的

と
し
た
助
成
金
制
度
や
雇
用
保

険
受
給
者
に
対
す
る
拡
充
を
は

じ
め
、
各
種
政
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
経

　

経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
（
中

小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度
）

と
は
、
貴
方
の
会
社
が
健
全
経

営
で
も
「
取
引
先
の
倒
産
」
と

い
う
事
態
は
い
つ
起
こ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
経
営
セ
ー
フ
テ

ィ
共
済
は
、
そ
の
よ
う
な
不
測

の
事
態
に
直
面
さ
れ
た
中
小
企

業
の
皆
様
に
迅
速
に
資
金
を
お

貸
し
す
る
共
済
制
度
で
す
。
毎

月
一
定
の
掛
金
を
積
み
立
て
て

い
た
だ
い
た
加
入
者
の
方
は
、

取
引
先
が
倒
産
し
た
場
合
に
、

積
み
立
て
た
掛
金
総
額
の
十
倍

よ
り
説
明
、
異
議
な
く
全
会
一

致
で
原
案
通
り
承
認
し
た
。

　

ま
た
、
佐
野
市
の
施
策
等
に

関
す
る
要
望
事
項
に
つ
い
て
、

岡
部
佐
野
市
長
並
び
に
篠
原
建

設
常
任
委
員
長
、
篠
山
都
市
建

設
部
長
を
お
迎
え
し
、
地
元
業

者
育
成
及
び
佐
野
土
木
事
務
所

の
統
合
問
題
等
に
つ
い
て
前
向

き
で
活
発
な
意
見
交
換
会
が
開

催
さ
れ
た
。　
　
　

（
青
木
）

済
社
会
の
発
展
に
伴
い
、
就
労

を
目
的
と
し
た
外
国
人
が
急
増

す
る
一
方
で
、
そ
の
就
労
状
況

を
み
る
と
雇
用
が
不
安
定
、
社

会
保
険
の
未
加
入
が
多
い
等
の

問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
事
業
主

の
方
が
遵
守
す
べ
き
法
令
や
労

働
・
社
会
保
険
へ
の
加
入
、
努

め
る
べ
き
雇
用
管
理
の
内
容
等

を
盛
り
込
ん
だ
指
針
を
定
め
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
沿
っ
て
、
職

場
環
境
の
改
善
や
雇
用
維
持
及

び
再
就
職
支
援
等
に
取
り
組
ん

で
く
だ
さ
い
。
外
国
人
指
針
に

基
づ
く
適
正
な
雇
用
管
理
お
願

い
し
ま
す
。

【
外
国
人
指
針
の
内
容
】

①
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
制
度

②
外
国
人
指
針
に
基
づ
く
適
正

　

な
雇
用
管
理

③
「
専
門
的
・
技
術
的
分
野
」

　

の
外
国
人
の
就
業
促
進

④
就
労
支
援
・
安
定
雇
用
確
保

⑤
不
法
就
労
の
防
止

　

詳
細
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐

野
（

二
二
―
六
二
六
〇
）
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

の
範
囲
内
（
最
高
三
二
〇
〇
万

円
ま
で
）
で
回
収
困
難
な
売
掛

金
債
権
等
の
額
以
内
の
貸
し
付

け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
掛　
　

金
》

●
毎
月
の
掛
金
は
、
五
千
円
か

　

ら
八
万
円
ま
で
の
範
囲
内　

（
五
千
円
単
位
）
で
自
由
に
選

　

べ
ま
す
。
（
加
入
後
、
増
・

　

減
額
が
で
き
ま
す
）

●
掛
金
総
額
が
、
三
二
〇
万
円

　

に
な
る
ま
で
積
み
立
て
ら
れ

　

ま
す
。

●
掛
金
は
、
税
法
上
損
金
（
法

　

人
）
ま
た
は
必
要
経
費
（
個

　

人
）
に
算
入
で
き
ま
す
。

《
貸
付
事
由
》

　

加
入
後
六
か
月
以
上
経
過
し
、

取
引
先
事
業
者
が
倒
産
し
、
売

掛
金
債
権
等
に
つ
い
て
回
収
が

困
難
と
な
っ
た
場
合
。
※
貸
付

の
請
求
が
で
き
る
期
間
は
倒
産

発
生
日
か
ら
六
ヶ
月
以
内
で
す
。

《
貸
付
金
額
》

　

掛
金
総
額
の
十
倍
に
相
当
す

る
額
か
、
回
収
困
難
と
な
っ
た

売
掛
金
債
権
等
の
額
の
い
ず
れ

か
少
な
い
額
（
一
共
済
契
約
者

当
た
り
の
貸
付
残
高
が
三
二
〇

〇
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
）

《
貸
付
期
間
・
条
件
》

　

五
年
（
据
置
期
間
六
か
月
を

含
む
）
の
毎
月
均
等
償
還
。

無
担
保
・
無
保
証
人
（
但
し
、

貸
付
け
を
受
け
た
場
合
、
共
済

金
貸
付
額
の
十
分
の
一
に
相
当

す
る
掛
金
の
権
利
は
消
滅
し
ま

す
）

　

加
入
資
格
や
詳
細
に
つ
い
て

は
、
当
所
経
営
支
援
課
（
☎
二

二
―
五
五
一
一
）
ま
で
お
電
話

下
さ
い
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

（
奈
良
）

　

経
済
産
業
省
の
「
二
〇
〇
九

年
元
気
な
モ
ノ
作
り
中
小
企
業

三
〇
〇
社
」
に
県
内
の
五
企
業

が
選
定
さ
れ
、
「
キ
ラ
リ
と
光

る
モ
ノ
作
り
小
規
模
企
業
」
部

門
に
当
所
会
員
事
業
所
の
丸
昌

産
業
㈱
（
田
島
町
）
が
選
ば
れ
た
。

　

こ
れ
は
同
省
が
、
目
に
触
れ

に
く
い
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
モ
ノ
作
り
中
小
企
業

の
姿
を
、
広
く
国
民
等
に
対
し

て
具
体
的
な
姿
で
分
か
り
や
す

く
示
す
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企

業
の
今
後
の
励
み
と
な
る
よ
う
、

ま
た
、
若
年
者
な
ど
が
モ
ノ
作

り
に
対
す
る
関
心
を
持
つ
き
っ

か
け
に
な
る
よ
う
願
い
、
二
〇

〇
六
〜
〇
八
年
に
続
き
選
定
し

て
い
る
も
の
。
二
〇
〇
九
年
は

「
日
本
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

支
え
る
モ
ノ
作
り
中
小
企
業
」

と
「
キ
ラ
リ
と
光
る
モ
ノ
作
り

小
規
模
企
業
」
と
し
、
そ
れ
ぞ

れ
一
五
〇
社
ず
つ
選
定
さ
れ
た
。 　

丸
昌
産
業
㈱
は
、
繊
維
関
連

の
素
材
、
加
工
品
、
化
学
処
理

か
ら
各
種
環
境
改
善
対
策
の
化

学
品
な
ど
取
り
扱
っ
て
い
る
。

今
回
は
、
素
材
を
選
ば
ず
、
繊

維
の
風
合
い
を
損
な
わ
ず
、
少

量
で
後
加
工
が
簡
易
、
紫
外
線

以
外
の
可
視
光
線
で
も
十
分
に

反
応
し
、
長
期
的
に
効
果
が
持

続
す
る
繊
維
用
光
触
媒
の
開
発

な
ど
の
高
い
技
術
力
が
評
価
さ

れ
た
も
の
。

　

栃
木
県
火
災
共
済
協
同
組
合

は
、
県
内
の
商
工
会
議
所
等
が

中
小
企
業
者
の
た
め
に
つ
く
っ

た
助
け
合
い
事
業
で
す
。

　

し
か
も
、
一
県
に
ひ
と
つ
し

か
認
可
さ
れ
な
い
極
め
て
公
共

性
の
強
い
組
織
で
あ
り
、
大
火

等
の
異
常
な
災
害
に
際
し
て
は
、

県
の
支
払
い
保
証
や
金
融
機
関

の
融
資
保
証
が
な
さ
れ
て
お
り

安
心
で
す
。

《
特　

色
》

①
掛
金
が
安
い

　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
の
で

　

掛
金
が
安
く
、
経
費
節
減
に

　

役
立
ち
ま
す
。

②
支
払
い
が
早
い

　

万
一
の
場
合
、
直
ち
に
査
定

　

を
行
い
、
簡
単
な
手
続
き
で

　

共
済
金
を
支
払
い
ま
す
。

③
剰
余
金
は
契
約
者
に
還
元

　

協
同
組
合
組
織
で
す
か
ら
、

　

剰
余
金
は
利
用
分
量
配
当
な

　

ど
で
契
約
者
に
還
元
さ
れ
ま
す
。

④
質
権
設
定
が
で
き
る

　

融
資
物
件
の
火
災
共
済
加
入

　

も
で
き
ま
す
。

　

お
見
積
り
だ
け
で
も
構
い
ま

せ
ん
。
詳
し
く
は
、
当
所
経
営

支
援
課
（

二
二
―
五
五
一

一
）
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
青
木
）

マル経資金無担保・無保証人

万円1５00
まで融資

最大
金利

2.０％

（平成21年７月１日現在）

一日公庫のご案内
　日本政策金融公庫佐野支店国民生活事業から
融資担当者が出張し、その場で融資の相談を行
います。　
日　時　７月16日（木）午前10時～正午
場　所　当所　３階　第５小会議室
　※詳しくは、折込チラシをご覧下さい。

建
設
行
政
に
つ
い
て
意
見
要
望
活
動

　
　
　
　
　

佐
野
市
長
を
迎
え
開
催

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
か
ら
の
お
知
ら
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
か
ら
の
お
知
ら
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
か
ら
の
お
知
ら
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
か
ら
の
お
知
ら
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
か
ら
の
お
知
ら
せ

中
小
企
業
の
た
め
の
火
災
共
済

中
小
企
業
の
た
め
の
火
災
共
済

　
　

掛
金
が
安
く　

支
払
い
が
早
い

　
　

掛
金
が
安
く　

支
払
い
が
早
い

中
小
企
業
の
た
め
の
火
災
共
済

　
　

掛
金
が
安
く　

支
払
い
が
早
い

建設部会

取
引
先
の
突
然
の
倒
産

取
引
先
の
突
然
の
倒
産

　

そ
ん
な
と
き
支
え
て
く
れ
る
共
済
で
す

　

そ
ん
な
と
き
支
え
て
く
れ
る
共
済
で
す
!!

取
引
先
の
突
然
の
倒
産

　

そ
ん
な
と
き
支
え
て
く
れ
る
共
済
で
す
!!

２
０
０
９

２
０
０
９
年
元
気
な
モ
ノ
作
り
中
小
企
業

年
元
気
な
モ
ノ
作
り
中
小
企
業
300300
社

　
　
　
　
　

当
所
会
員
事
業
所　

丸
昌
産
業
㈱

当
所
会
員
事
業
所　

丸
昌
産
業
㈱ 

選
定
選
定

２
０
０
９
年
元
気
な
モ
ノ
作
り
中
小
企
業
300
社

　
　
　

当
所
会
員
事
業
所　

丸
昌
産
業
㈱ 

選
定

県火災共済


